
地域の防犯力向上緊急補助金について【情報提供】 

１ 事業の趣旨 

  今年度実施している、「地域の防犯力向上緊急補助金」の制度について情報提供させてい

ただきます。

是非、ご活用の参考にしていただければ幸いです。

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で周知をお願いします。 

３ 地域の防犯力向上緊急補助金の概要 

（１）対象団体

自治会町内会・地区連合町内会

（２）補助対象経費

自治会町内会・地区連合町内会が地域の防犯力向上に向け実施する、公益的な取組で

あるもの

（３）補助率/補助上限額

10分の９/20万円

（４）申請期間
令和７年４月１日～10月 31日
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Q 防犯活動って何をすればいい？
A 裏面に取組事例を掲載しています。参考にどうぞ♪

Q 取組内容が補助金の対象になるか不安💦

A 取組前に下記 受付センターへお気軽にご相談ください。

20万円

補助率10分の9

使えます!!

裏面あり

<お問合せ・申請先>

上 限

防犯緊急補助金 受付センター連絡先 ： 045-550-5125
受付時間：9:00～17:00(土日祝は除く)

ステップ１ やることを決める

ステップ２ 取組を行う、支払う

ステップ３ 申請する

ステップ４ 請求する

★手続き簡単 ４ステップ★

10月31日まで

※ 必ず領収書をお受け取りください。

よくある質問はこちらから→



取組事例

E-mail：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp
地域の防犯力向上緊急補助金 検索

補助金制度の詳細はこちら

自転車のかごや散歩用リードに防犯
ステッカーやタグを付けて、お買い
物・お散歩ついでに防犯パトロール

パトロ
ール中

地域で開催する高齢者サロンなどに
防犯講師を招いて防犯講座を開催

・地域住民を対象とする防犯講座、
講演会の講師派遣費用

・講座用チラシの印刷費

・防犯ステッカー、タグ購入費
・防犯ベスト購入費

⇒ファン付ベストで暑さ対策♪

パトロール

補助金活用例 補助金活用例

防犯パトロールの実施

付近に電柱が無い所に、防犯目的で
センサーライトを設置
例：家のフェンス、ベランダの手す

り、雨どいなどに設置

・機器購入費
⇒電源が取れない所には、ソーラー

ライト型も！
・設置工事費

補助金活用例

マンション敷地内の共⽤部分を撮影

する防犯カメラを設置

・防犯カメラ等の機器の購入費
・設置工事費

補助金活用例

【担当】
横浜市市民局地域防犯支援課

小野寺、早野
電 話：045-671-3709
ＦＡＸ：045-671-0734

【防犯カメラ参考情報】
道路等の公共空間を撮影する場合、
「地域防犯カメラ設置補助金制度」
があります。
・１台あたり上限28万円

（10分の９補助）
・申請期限 ７月31日

防犯講座の開催

センサーライト等の
灯りの整備

防犯設備機器の整備
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